両面印刷
申請書における主な注意点



申請に係り、特に誤りの多い以下の点に注意して申請してください。

〇事前相談について
申請内容が対象となるかどうかの最終的な判断は、一般財団法人自治総合センターが行いますので、自治総合センターへの事前確認が必要となる場合があります。したがって、申請する際は中央生涯教育センターへ必ず事前にご相談ください。
[bookmark: _GoBack]
〇助成申請書（別記様式第１号）
【３　助成申請額】
· 助成申請額は１０万円単位とすること。

【４　助成申請事業の計画】
　□「（４）助成申請事業の内容①実施期間」の完了は、備品等の納品日とすること。
　　※完了日（納品日）してから１週間以内に実績報告書を提出していただくこととなりますので、予めご確認ください。

〇別記様式第１号別表
【事業収支の内訳】
· 支出の内訳は見積書どおり（消費税の記載方法を含む）とすること。
（×：別表　税込　⇔　見積書　税抜）

〇見積書について
· 備品の詳細（品番、単価、数量、金額等）が分かる見積書を添付すること。「一式」という表記は原則不可。
· なるべく申請後に整備内容（見積内訳）が変更とならない様、事前に発注業者に確認すること。
※助成決定後、整備内容に変更が生じた場合、金額変更の無い軽微な変更(型番変更等)であっても、必ず事前に自治総合センターに報告しなければなりません。
事後報告となりますと、助成決定が取り消しとなる場合があります。
· 広報表示（くーちゃんマーク）を備品に直接印字する等、広報表示を含めて業者発注とする場合は、印字分を含んだ見積としてください。
〇購入備品について
【物置等（数量は原則１個）】
· 基礎工事、アンカー工事を伴わない簡易なもののみが対象となり得ます。
· 物置等単体の整備は対象外です。同時に整備する備品を保管する目的の最小限の大きさに限ります。

【対象外となる備品・費用】
· 建物と一体とみなされるものは対象外です。建物に固定するものも原則対象外です。※「留意事項（団体用）」の別紙１（参考①）を参照
· 埋込型エアコンは対象外です。
· 既存備品（エアコン、照明器具、給湯器等）の撤去・処分費は対象外です。
